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４ 推進体制について

これまでに厚木市では、さまざまな計画や構想が策定されていますが、この

中には、貴重なアイデアや充実した内容が盛り込まれており、積極的に取り入

れるべき事業が数多くあると思われます。

これらを、街のデザインを含め統一した考え方として今後のまちづくりに活

用するために、提案事業を統括する部署の設置やまちづくりのデザインチーム

の発足など、推進体制を強化することを提言します。

良い街なみは、統一感から生まれます。その統一感は、長い時間をかけて同

じ方向に向かう継続性によって、はじめて可能となります。この点も会議の議

論の中で繰り返し確認しました。そのため、上記推進体制は継続的なものとす

るようお願いします。

■関連計画等の整理

計画等 制定年月

厚木市交通バリアフリー道路特定事業計画 平成１７年 ３月

中心市街地道路景観整備基本計画 平成１８年 １月

都市再生整備計画 本厚木駅周辺地区 平成１９年 ３月

水辺ふれあい構想 平成１９年 ７月

あつぎを潤す水の道基本計画 平成１９年 ９月

厚木市文化芸術振興プラン 平成２１年 ３月

あつぎ三川合流点河川利用市民案 平成２１年１２月

あつぎこども未来プラン 平成２２年 ３月

厚木市景観計画 平成２２年 ３月
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５ 上位計画の整理

上位計画の整理
上位関連計画における本厚木駅周辺地区の位置づけ

１ 第９次厚木市総合計画～あつぎ元気プラン～：平成 21 年 3 月

将来目標人口：23 万人（平成 32年）

Ⅳ 快適政策

■中心市街地の活性化

■快適生活空間の創出

■企業活動の活性化

■地域特性を活用した観光の振

興

■都市農業・林業の振興

■勤労者・求職者への支援

■中心市街地の活性化

○総合的な都市機能の向上

・中心市街地における再開発の推進

・交通ターミナル機能の強化・充実

○中心市街地の交通環境の整備

・歩行者の安全性向上

○中心市街地のにぎわい創出

・空き店舗対策

・にぎわい創出の推進
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２ 厚木市都市マスタープラン：平成 21 年 3 月

広域拠点都市として「厚

木市の顔」にふさわしい

都市機能の充実と市全体

の社会活動を支える重要

な骨格となる本厚木駅周

辺の拠点づくり

将来像：

元気あふれる創造性豊かな協働・交流都市あつぎ

■将来都市構造

■厚木地域まちづくり方針
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３ 厚木業務核都市推進基本計画

：平成１１年３月(平成１８年４月一部修正)

■導入機能

本厚木駅周辺地区の基本方針：

厚木業務核都市の中枢としてにぎわいと魅力のある広域連携拠点の形成

■整備方針
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４ 厚木市都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

(都市計画区域マスタープラン)：平成２１年９月

厚木地域における市街地像の目標：

魅力ある安全・快適な拠点性の高い交流のまち 厚木

厚木市の中心的な商業・業

務拠点の形成のための高度利

用の促進と都市基盤の充実を

図り、商業・業務施設と都市型

住宅の共存による親密さのあ

る複合施設の形成を図る

概 要：

都市の発展の動向、人口及び産業の現状及び将来の見通し等を

勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、

開発し、保全するために、都道府県が広域的な見地から定める都

市計画の基本的な方針で、すべての都市計画区域について定める。

■厚木都市計画 地域毎の市街地像附図


